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利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た
仕
組
み
に
改
正

市
が
、
障
害
者
ご
と
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
内
容
を
決
定
し
て
き
た
の
が
、
こ
れ
ま

で
の
「
措
置
制
度
」
で
す
。
措
置
制
度
で

は
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
で
あ
る
障
害
者

本
人
の
意
向
が
、
す
ぐ
に
は
反
映
さ
れ
な

い
場
合
も
あ
り
、
多
様
化
す
る
障
害
者
の

要
望
に
対
応
す
る
こ
と
が
、
困
難
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
知
的

障
害
者
福
祉
法
、
児
童
福
祉
法
な
ど
の
法

律
が
改
正
さ
れ
、
障
害
者
が
、
自
分
の
受

け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
自
主
的
に
選
択
し

て
利
用
で
き
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
が
平
成
十
五
年
四
月
か
ら
始
ま
る

「
支
援
費
制
度
」で
す
。
障
害
者
が
サ
ー
ビ

ス
を
選
択
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
と
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
・
施
設
と
が

対
等
の
関
係
に
立
ち
、
契
約
に
基
づ
き
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
新
た
な
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
障

害
者
の
自
己
決
定
が
尊
重
さ
れ
る
と
と
も

に
、
利
用
者
本
位
の
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ

れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
支
援
費
制

度
の
対
象
と
な
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
下
表

の
通
り
で
す
。

新
し
い
制
度
の
利
用
方
法

支
援
費
制
度
の
下
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
利

用
に
掛
か
る
費
用
を
、
市
と
利
用
者
で
負

担
し
ま
す
。
市
が
負
担
す
る
費
用
を
「
支

援
費
」
と
言
い
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
希
望

す
る
障
害
者
は
、
区
役
所
に
支
援
費
を
受

け
る
た
め
の
申
請
を
し
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
方
法
は
、
次
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

①
サ
ー
ビ
ス
利
用
希
望
者
は
、
区
役
所
で

相
談
の
上
、
支
援
費
の
支
給
申
請
を
し
ま

す
。
同
時
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
・
施

設
に
申
し
込
み
ま
す
。

②
区
役
所
で
は
、
申
請
者
の
障
害
の
種
類

・
程
度
な
ど
を
勘
案
し
て
支
給
の
要
否
を

決
定
し
ま
す
。

③
サ
ー
ビ
ス
利
用
希
望
者
は
、
支
給
決
定

を
受
け
た
後
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
・

施
設
に
、
交
付
さ
れ
た
受
給
者
証
を
提
示

し
、
契
約
し
た
上
で
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
受
け
ま
す
。

④
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
、
利
用
者
負
担
額

な
ど
を
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
・
施
設
に

支
払
い
ま
す
。

⑤
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
・
施
設
は
、
利

用
者
負
担
額
を
除
い
た
金
額
を
区
役
所
に

請
求
し
、
区
役
所
で
は
内
容
を
審
査
し
た

後
、
支
援
費
を
支
払
い
ま
す
。

■
利
用
申
請
に
つ
い
て

居
宅
で
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
い
る
方

十
月
中
旬
こ
ろ
ま
で
に
、
対
象
と
な
る

方
へ
申
請
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
。
支
援

費
の
支
給
申
請
の
受
け
付
け
は
、
十
一
月

一
日
�
か
ら
、
区
役
所
の
保
健
福
祉
サ
ー

ビ
ス
課
で
行
い
ま
す
。

平
成
十
五
年
四
月
以
降
も
、
引
き
続
き

居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に
は
、

三
月
末
ま
で
に
支
援
費
支
給
の
決
定
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申

請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

施
設
に
入
所
さ
れ
て
い
る
方

十
一
月
末
ま
で
に
、
施
設
を
通
じ
て
お

知
ら
せ
し
、
来
年
一
月
か
ら
申
請
を
受
け

付
け
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
（
１８
�
）

の
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
へ

日時１０月１７日�、２３日�午後６時～７時。
会場社会福祉総合センター（中央区大通西１９

／地下鉄西１８丁目駅下車）。

対象平成１５年４月以降、障害者福祉サービス

を利用する方やその家族など各３００人。当日

直接会場へお越しください。

詳細障害福祉課�２１１－２９３６

障害児

○

○

○

該当なし
※障害児の施設サービ
スは、これまで通り措
置制度が適用されます。

知的障害者

○

○

○

○

知的障害者更生施設

特定障害者授産施設

知的障害者通勤寮

身体障害者

○

○

○

身体障害者更生施設

身体障害者療護施設

特定身体障害者授産施設

区 分

ホームヘルプ

デイサービス

ショートステイ

グループホーム

施設支援

居

宅

支

援

支援費制度説明会を
開催します

障
害
者
福
祉
制
度
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
措
置
制
度
」
か
ら
「
支

援
費
制
度
」
に
変
わ
り
ま
す
。
平
成
十
五
年
四
月
以
降
、
障
害
者

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
場
合
に
は
、
現
在
受
け
て
い
る
方
も
含

め
、
新
た
に
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

障
害
者
福
祉
制
度
が

変
わ
り
ま
す

■支援費制度の対象となる福祉サービス
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